
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

福

祉

の

ま

ち

づ

く

り

条

例

施

行

規

則

の

障

害

福

祉

課

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

合

併

の

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

平成２６年７月４日 第１１５９８号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
六
号

岡
山
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
部

の
項
２
ハ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦

（一）

福
祉
法
」
に

「
母
子
福
祉
施
設
」
を
「
母
子
・
父
子
福
祉
施
設
」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

か
さ
お
か
薬
局

笠
岡
市
笠
岡
五
八
九
一

一
一

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

－

ザ
グ
ザ
グ
薬
局
花
の
街
店

倉
敷
市
宮
前
三
三
七

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

オ
リ
ー
ブ
薬
局
田
町
店

津
山
市
田
町
八
六

四

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

－

株
式
会
社
服
部
薬
局
志
戸
部
店

津
山
市
志
戸
部
六
五
一

六

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

－

ゴ
ダ
イ
薬
局
周
匝
店

赤
磐
市
周
匝
七
一
一

一

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

－

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

安
達
救
命
堂
薬
局

和
気
郡
和
気
町
尺
所
一

七

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日

－

笠
岡
薬
局

笠
岡
市
笠
岡
五
八
九
一

一
一

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
九
日

－

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

ワ
コ
ー
薬
局

倉
敷
市
水
島
東
常
盤
町
二

一
六

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

－

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
新
田
字
大
平
山
二
一
九
四
の
四
、
二
一
九
四
の
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

岡
山
吉
井
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

四
〇
・
三

赤
磐
市
下
市
字
南
一
一
四
番
五
地
先
か
ら

二
一
・
五
～

三
九
・
五

赤
磐
市
下
市
字
四
反
田
四
二
七
番
地
先
ま
で

旧

四
〇
・
三

赤
磐
市
下
市
字
南
一
一
四
番
五
地
先
か
ら

一
七
・
〇
～

二
六
・
五

赤
磐
市
下
市
字
四
反
田
四
二
七
番
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

大
野
部
備
中
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新
見
市
哲
西
町
大
野
部
字
長
サ
コ
一
三
六
二
番

新

一
二
六
・
〇

一
地
先
か
ら

九
・
〇
～

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



新
見
市
哲
西
町
大
野
部
字
長
サ
コ
一
三
六
四
番

三
九
・
〇

二
地
先
ま
で

新
見
市
哲
西
町
大
野
部
字
長
サ
コ
一
三
六
二
番

一
二
六
・
〇

一
地
先
か
ら

三
・
五
～

旧

新
見
市
哲
西
町
大
野
部
字
長
サ
コ
一
三
六
四
番

六
・
〇

二
地
先
ま
で

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

岡
山
吉
井
線

赤
磐
市
下
市
字
南
一
一
四
番
五
地
先
か
ら

平
成
二
十
六

赤
磐
市
下
市
字
四
反
田
四
二
七
番
地
先
ま
で

年
七
月
四
日

大
野
部
備
中

新
見
市
哲
西
町
大
野
部
字
長
サ
コ
一
三
六
二
番
一
地

線

先
か
ら

新
見
市
哲
西
町
大
野
部
字
長
サ
コ
一
三
六
四
番
二
地

先
ま
で

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



〔
三
一
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
三
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
合
併
の
認
証
の

申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

合
併
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人

特
定
非
営
利
活
動
法
人
円
い
空

青
井

一
展

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
八
番
八
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
オ
ア
シ
ス

大
倉

和
法

玉
野
市
宇
野
三
丁
目
一
番
一
号

２

合
併
後
存
続
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人

特
定
非
営
利
活
動
法
人
円
い
空

青
井

一
展

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
八
番
八
号

三

合
併
後
存
続
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
に
記
載
さ
れ
る
目
的

こ
の
法
人
は
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
基
づ
き
、
障
害
の
あ
る
方
お
よ
び
そ
の
家
族

に
対
し
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
生
活
相
談
支
援
事
業
を
行
う
こ
と
及
び
支
援

を
必
要
と
す
る
障
害
者
の
授
産
事
業
を
通
し
て
、
日
常
生
活
支
援
・
就
労
支
援
を
行
い
、
彼
ら
の
社

会
参
加
を
促
進
し
、
も
っ
て
地
域
社
会
に
お
け
る
保
健
福
祉
・
障
害
者
福
祉
の
普
及
啓
発
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



〔
三
一
九
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事

業

主

体

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

児
島
湾
土
地
改
良
区

北
七
区
支
線

号

か
ん
が
い
排
水

二
六
・

二
・

七

24

〃

北
七
区
支
線

号

〃

二
六
・

三
・
一
四

60

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



〔
三
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
刑
部
字
白
井
九
九

三
、
九
九

一
九
、
九
九

二
五

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
井
手
六
五
五

河
田

浩
志

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
七
四
号

平成２６年７月４日　岡山県公報　第１１５９８号



〔
三
二
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
穂
崎
字
苗
代
六
一
二

一
、
字
道
之
下
六
三
九

三

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

赤
磐
市
穂
崎
九
四
九

一

－

有
限
会
社
ケ
ー
ビ
ー
Ａ
Ｕ
Ｔ
Ｏ

代
表
取
締
役

故
引

義
弘

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
八
号
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